
議案第６０号

　　　川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市保育園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　平成２１年 ６ 月 ５ 日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　阿　部　孝　夫

　　　川崎市保育園条例の一部を改正する条例

　川崎市保育園条例（昭和２８年川崎市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。

　第２条の表中

を

に改める。

　　　附　則

　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

　「

川崎市夢見ケ崎保育園 川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号

」

　「

川崎市夢見ケ崎保育園 川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号

川崎市住吉保育園 川崎市中原区木月伊勢町６番１号

」



参考資料

　　　制　定　要　旨

　住吉保育園を廃止するため、この条例を制定するものである。


